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資料 4 高齢者の活動に対する促進支援について 
 

◆ 概要 

 高齢化の進展や高齢者の免許返納により様々な活動において移動が困難

な高齢者が増加しており、高齢者の活動に対する支援が急務となっておりま

す。 

 このような中、市老人クラブ連合会においても、事業に参加ができず、会

員の減少や活動休止する老人クラブがあるなど非活性化が課題となってい

ることから、市老人クラブ連合会活動の活性化を支援し、老人クラブへの加

入、参加を促すとともに活動を通じて多くの高齢者の方が生きがいや健康づ

くりの増進が図られるよう、活動促進に対する財政的支援等を行います。 

 

◆ 目的 

 老人クラブ連合会の活動を活性化させることで、多くの高齢者に老人クラ

ブへの加入や参加を促し、活動を通じて相互交流を深め、健康増進や老人福

祉の向上を図ります。 

 

◆ 内容 

・活動促進（事業参加に必要な交通費等）に係る補助金の増額 

・市老人クラブ連合会事業について市マイクロバスを活用した送迎の実施  

・その他課題解決に係る全般的な支援 

  

◆ 市老人クラブ連合会の課題 

○会員数の減少 

 平成 25 年度 1,971 人→令和 5 年度 1,313 人 

○会員の高齢化（平均年齢の上昇） 

 平成 25 年度 76.3 歳→令和 5 年度 80.9 歳 

○移動手段 

  現在の主な移動手段は自家用車であるが、会員の高齢化及び昨今の社会

情勢から高齢者の免許返納が進んでいることもあり、移動手段がなく事業

へ参加できない会員が増えている状況です。  

 

◆ 主な市老人クラブ連合会事業 

・グラウンドゴルフ大会（5 月・11 月） 

・あるけあるけ運動（5 月・10 月） 

・演芸大会（9 月） 

・趣味の講座（冬） 

・スポーツ交流の集い（1 月） 

 


